
 かんぽ生命保険の千田でございます。本日は、かんぽ生命の決算・経営
方針説明会にご参加いただき、ありがとうございます。

 本日は、前中期経営計画期間の振り返り、2021年3月期決算の概要、そ
して今年度から開始いたします、新中期経営計画についてご説明させて
いただきます。

 その後、みなさまからのご質問を頂戴したいと思います。
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 3ページをご覧ください。

 まず、前中計期間の振り返りについてご説明いたします。

 当社は、前中計で、販売・資産運用両面での収益向上と、保有契約年換算
保険料の反転・成長を目指し、保障重視の販売の強化、資産運用の多様化
などに取り組むこととしておりました。

 しかしながら、2019年度からは、募集品質に係る諸問題の発生により、
積極的な営業活動を自粛することとし、2020年度にかけてお客さまから
の信頼回復に向けた取組みを最優先に実施することといたしました。

 その結果、前中計に掲げた3つの主要定量目標のうち、保有契約年換算保
険料については、目標未達となりました。

 1株当たり当期純利益については、目標を達成いたしましたが、これは資
産運用収益が堅調に推移したことに加え、募集品質に係る諸問題の発生を
受けて、積極的な営業活動を自粛した影響により、事業費が減少したこと
によるものです。

 1株当たり配当額については、目標どおり76円といたしました。

 前中計期間は、当初想定していなかった事象が、事業活動に大きく影響を
及ぼした3年間となりました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、
当社のみならず社会全体に大きな影響を及ぼしております。

 当社は、生命保険会社としての使命・役割を果たすため、コロナ禍におい
ても、適切な事業運営を継続し、お客さまを支える取組みを引き続き実施
しております。
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 4ページをご覧ください。

 募集品質に係る諸問題について、ご説明いたします。

 当社は、2019年度以降、お客さまの不利益の解消に向けたご契約調査な
どの対応や、再発防止策の実行に全社をあげて取り組んでまいりました。

 2019年6月末より開始したご契約調査は、お客さま対応および募集人調査
について、概ね完了しております。

 また、2020年1月31日に、金融庁に提出した業務改善計画に掲げた再発防
止策については、2021年4月末時点において、その大部分を既に実施して
おります。

 これらの取組み状況について、外部の有識者からなるJP改革実行委員会
より、営業再開の必要条件を充たしているとのご評価をいただいたこと、
信頼回復に向けた業務運営の趣旨が全社に浸透したことが確認できたこと
などを踏まえ、2020年10月5日より「信頼回復に向けた業務運営」を開始
いたしました。

 さらに、信頼回復に向けた業務運営などの活動が進捗し、お客さまのご理
解が得られてきたことなどを踏まえ、2021年4月1日から、お客さまの
ニーズに応じた金融商品の情報提供やご提案をすべてのお客さまに対し実
施することで、営業活動を通じたお客さまとの信頼関係の構築を進めてい
く新たな営業スタンスへ移行しました。

 今後も、日本郵政グループとして、信頼回復に向けた業務運営を通じ、再
びお客さまに安心して当社の商品・サービスをご利用いただけるよう、お
客さまからの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
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 5ページをご覧ください。

 新契約と保有契約の推移をお示ししております。

 先ほどご説明したとおり、当社および日本郵便は、募集品質に係る諸問題
への対応を最優先に取り組むこととし、2019年7月以降、当社商品の積極
的なご提案を自粛しておりました。

 その結果、2020年3月期第２四半期以降の新契約は、それ以前より減少し、
保有契約についても減少傾向が続いております。

 募集品質問題では、お客さまをはじめとするステークホルダーのみなさま
に、大変ご心配をおかけいたしましたが、それでもなお、多くのお客さま
に当社商品のご契約を継続いただいております。

 後ほどご説明する新中計を着実に実行することで、既存のお客さまから、
そのご家族や知人、さらには地域・社会全体へとお客さまを広げていきた
いと考えております。
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 6ページをご覧ください。

 資産運用の状況についてご説明いたします。

 左の表は、収益追求資産の残高および総資産に占める割合をお示ししてお
ります。

 当社は、ALMを基本としつつ、リスク許容度の範囲で収益追求資産への
投資を拡大しております。2021年3月末の株式・外国債券などの収益追求
資産の残高は約11.1兆円、総資産比で15.9％となりました。

 その結果、2021年3月期決算では、1.82%の利子利回りを達成し、763億
円の順ざやを確保いたしました。
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 7ページをご覧ください。

 EVおよびESRの推移をお示ししております。

 EVについては、市場環境の改善に伴い、前期末より7,019億円増加して4

兆262億円となりました。一方、新契約価値については、積極的な営業活
動を自粛していた影響により、マイナス127億円となりました。

 ESRについては、市場環境の変化により分子である資本量が増加し、ま
た、分母である統合リスク量も減少したことから、205％に上昇いたしま
した。

 EVおよびESRは、経営上重要視しており、後ほどご説明する新中計を着
実に実行することで、EVの中長期的な成長、ESRの中長期的な安定を目
指してまいります。
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 8ページをご覧ください。

 1株当たり当期純利益および1株当たり配当の推移をお示ししておりま
す。

 先ほどご説明したとおり、1株当たり当期純利益は、前中計期間を通じ
て、目標を上回る結果となり、また、2021年3月期の普通配当は1株当た
り76円といたしました。

 当社といたしましては、引き続き、中長期的に安定した利益を創出し、株
主のみなさまへ利益還元を図るべく、これからご説明いたします新中計を
着実に実行してまいります。
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 10ページをご覧ください。

 ここからは、新中期経営計画についてご説明いたします。

 これまでの中計は、既存のビジネスモデルを基にした計画でしたが、新中
計は、かんぽ生命が再生し、持続的成長に向けて、これまでのビジネスモ
デルを抜本的に変革していくための計画としております。

 この新中計において、当社は、原点である経営理念に立ち返るとともに、
「お客さまから信頼され、選ばれ続けることで、お客さまの人生を保険の
力でお守りする」という、当社の社会的使命を果たしていくことを明確に
しております。
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 11ページをご覧ください。

 新中計の基本方針をお示ししております。

 新中計では、質を伴った営業活動に取り組み、お客さまからの信頼を回復
しながら生命保険会社として「再生」し、お客さまに「かんぽ生命に入っ
ていてよかった」と感じて選んでいただけるよう、お客さま体験価値
（CX)を最優先とするビジネスモデルへ転換することで、「持続的成長」
を目指してまいります。

 そして、この「再生」と「持続的成長」を支える土台として「企業風土改
革・働き方改革」、「ガバナンスの強化」などに取り組んでまいります。
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 12ページをご覧ください。

 新中計における主要目標についてご説明いたします。

 今回の中計では、お客さまのご評価を主要目標として設定し、「お客さま
満足度」や「ネットプロモータースコア（NPS）」の向上を目指してま
いります。

 また、ご契約の継続を重視し、ストックベースの目標として「保有契約件
数」を設定しております。

 次に、連結当期純利益は、2025年度で910億円を見込んでおります。

 株主還元については、経営上重要な施策の一つとして位置づけ、中計期間
中は、原則減配はせず、増配を目指してまいります。

 EV成長率（RoEV）については、中長期的に想定資本コストを上回る6～
8%成長を目指してまいります。

12



 13ページをご覧ください。

 新中計の主要目標に掲げた保有契約件数と連結当期純利益の見通しについ
てご説明いたします。

 中長期的に、保有契約の減少を見込んでおりますが、お客さまへの丁寧な
アフターフォローを行うことで解約による消滅契約を可能な限り減少させ
るとともに、消滅契約と同等以上の新規契約を販売できる力を付けられる
よう、徐々に営業力を引き上げていきたいと考えております。これにより、
中計最終年度の保有契約件数は2,000万件以上の確保を目指してまいりま
す。

 また、消滅契約は、過去に販売した貯蓄性商品が多くを占めますが、今後
はお客さまの保障ニーズにお応えする保障性商品を積極的に販売すること
で、保障性商品の構成比率が相対的に高まります。これにより、新規契約
および一件当たり保険料が減少しても、収益性は高まりますので、来年度
以降においても、連結当期純利益は、800～900億円程度の安定的な利益
を創出できると考えております。なお、今年度の連結当期純利益につきま
しては、1,180億円を見込んでおります。
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 14ページをご覧ください。

 郵政民営化法の上乗せ規制の緩和についてご説明いたします。

 当社は、5月17日に「資本効率の向上」、「株主還元の強化」、また、
「郵政民営化の進展」と「上乗せ規制の緩和」を目的として、自己株式の
取得を実施いたしました。

 これに加えて、日本郵政の株式処分信託の実施により、日本郵政による当
社株式の議決権比率は、49.90%となる見込みであり、郵政民営化法上の
新規業務に係る上乗せ規制が、認可制から事前届出制へと緩和される予定
です。

 それにより、「お客さま本位の業務運営」に資する商品・サービスの提供
をさらに推進し、当社および日本郵政グループの企業価値の向上につなげ
てまいります。
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 15ページをご覧ください。

 まず、新中計で基本方針に掲げる「再生」についてご説明いたします。

 募集品質に係る諸問題により、当社はお客さまへの営業活動を約1年9か
月自粛しており、2021年4月からお客さまへのご提案活動を再開いたしま
した。

 2021年度以降も引き続き、お客さま本位の業務運営を徹底し、お客さま
からの信頼回復に取り組んでまいります。

 また、ご加入期間をとおして「生命保険というサービスをご提供する」と
いう考え方により、丁寧なアフターフォローに取り組むことで、お客さま
との信頼関係の再構築に努めてまいります。
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 16ページをご覧ください。

 「新しいかんぽ営業体制の構築」についてご説明いたします。

 確かな募集品質に基づく営業活動を前提に、専門性と幅広さを兼ね備えた
日本郵政グループ一体での総合的なコンサルティングサービスを通じて、
多様化する保障性マーケットへの取組みを強化してまいります。

 具体的には、日本郵便のコンサルタントは当社に出向し、生命保険のご提
案やアフターフォローに専念します。また、お客さま担当制の導入によ
り、お客さまに質の高いきめ細やかなアフターフォローを行います。

 全国にネットワークを持つ郵便局窓口においては、引き続き、ご来局いた
だいたお客さまのニーズを把握し、保険商品を含む幅広い金融商品をご提
案してまいります。

 この「新しいかんぽ営業体制の構築」を通じて、当社が責任を持って直接
コンサルタントをマネジメントし、募集品質の伴った営業力を確保してま
いります。
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 17ページをご覧ください。

 当社直営店における法人のお客さまへのサービス提供体制の強化に向けた
取組みをお示ししております。

 直営店においては、法人のお客さまニーズに即した商品改定や事務・シス
テムの改善により、お客さま体験価値の向上と生産性の向上を目指してま
いります。
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 18ページをご覧ください。

 保険サービスの充実についてご説明いたします。

 人生100年時代における、あらゆる世代のお客さまの保障ニーズにお応え
できるよう、保険サービスの開発に取り組んでまいります｡

 医療特約を見直し、主に青壮年層に対して、保険料の低廉化、保障内容の
充実を図ることを検討しております。また、健康増進データを蓄積・活用
して、健康寿命の延伸に貢献する商品・サービスも考えております。

 既存の保険サービスに加えて、後ほどご説明する、お客さまの生活に寄り
添うサービスについても検討してまいります。
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 19ページをご覧ください。

 事業運営の効率化についてご説明いたします。

 新中計においては、デジタルによる変革を推進する中で、バックオフィス
事務のスピードアップと効率化にも取り組んでまいります。

 具体的には、DXの推進などにより、約2,300名相当の業務量を削減し、自
然減による約1,500人の要員減と、約800名のお客さまサポート業務への
シフトを見込んでおります。

 また、新しいかんぽ営業体制の構築のため、日本郵便からの出向者を受け
入れますので、当社のコスト構造は大きく変わります。

 経費については、人件費が950億円程度増加しますが、反対に日本郵便へ
支払う委託手数料など物件費が同額程度減少する見込みです。

 筋肉質の経営体制を目指して効率化を進めつつ、 DX推進などの強化領域
には必要な投資を行うとともに、一方ではシステム経費や施策経費の削減
に努めることで、全体としては、必要経費について、2025年度には2021

年度対比280億円の削減を目指します。
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 20ページをご覧ください。

 資産運用においては、2025年に予定されている経済価値ベースの新資本
規制導入の動きに適切に対処しつつ、オルタナティブなどの投資領域毎と
ポートフォリオ構築の両面から資産運用を深化・高度化してまいります。

 具体的には、リスク対比のリターンを追求するため、リスク許容度の範囲
内で段階的に投資を拡大し、総資産に占める収益追求資産の割合を、中計
期間中に18％～20%程度まで高める見込みです。

 また、2021年４月からは、全運用資産を対象としてESGの諸要素を考慮
するとともに、「Well-being向上」、「地域と社会の発展」、気候変動対
応を含む「環境保護への貢献」を重点取組みテーマとした投融資を行って
おります。

 これらを通じて、広くSDGsの目標達成や社会課題解決への貢献に取り組
み、かんぽ生命らしいあたたかさの感じられるESG投資を推進してまい
ります。
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 21ページをご覧ください。

 次に、今回の中計で基本方針に掲げた「持続的成長」についてご説明いた
します。

 お客さま体験価値（CX）の向上の観点から、保険サービスを抜本的に見
直し、CXを最優先とするビジネスモデルへと大きく転換してまいります。

 具体的には、お客さま一人ひとりのニーズに即した最適なご提案を行うた
めの新たなアプリケーションの導入や、窓口社員・コンサルタント・カス
タマーサービスセンタースタッフが同じ情報をもとにチーム一体でお客さ
まサポートを行うことを可能とするデータベースの構築などを、2022年
度から段階的に行います。また、遠隔地にお住まいのご家族が募集時にオ
ンラインでご同席できる仕組みを整備し、その場で各種お手続きが完結す
るようカスタマーサービスセンターの機能を拡充することで、募集品質の
確保とお客さまの利便性向上を目指してまいります。

 DXを推進し、日本郵政グループの強みである「リアル」と新しいデジタ
ル技術を融合させて、ご高齢のお客さまがご家族を含めて安心してご利用
いただけるサービス、感動していただけるサービスを提供し、お客さま満
足度を向上させていきたいと考えております。
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 22ページをご覧ください。

 将来の当社の競争力・成長力を左右するお客さま体験価値（CX）の向上
に向けて必要な投資を行います。

 お客さまサポートを充実させるためのシステム基盤の構築に対し、5年間
で1,000億円規模の戦略的IT投資を実施し、リアルとデジタルを織り交ぜ
たサービスを提供してまいります。

 これにより、幅広いチャネルから、その場で完結する簡便な手続きをご提
供するとともに、人の手によるバックオフィス事務を効率化し、生産性の
向上を推進いたします。また、効率化により生み出した経営資源を、お客
さまサポート業務等の強化領域へシフトいたします。
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 23ページをご覧ください。

 当社は、既存の保険サービスに加えて、お客さまとかんぽ生命の接点を増
やすべく、お客さまに寄り添うサービスを提供することで、サステナビリ
ティを巡る社会課題の解決に貢献し、他社にはない、かんぽならではの競
争力の確保を目指してまいります。

 具体的には、健康増進、介護の相談といった社会課題に関するお客さまの
多様なお悩みにお応えできるサービスの提供に向けた、幅広い検討を進め
てまいります。

23



 24ページをご覧ください。

 当社は、お客さまの人生を保険の力でお守りするという当社の社会的使命
を果たすことでサステナビリティを巡る社会課題の解決に貢献する、
ESG経営を推進してまいります。

 具体的には、当社が優先的に取り組む5つの社会課題の解決のため、カー
ボンニュートラルの実現に向けたCO2削減や女性管理者比率など具体的な
目標を設定するとともに、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）の提言に沿った取組みなどを進めてまいります。また、これら
の取組み状況については、サステナビリティレポート等を通じて、積極的
に開示してまいります。

24



 25ページをご覧ください。

 これまでご説明いたしました「再生」と「持続的成長」の土台となる「企
業風土改革・働き方改革」についてご説明いたします。

 当社は、経営陣と社員が将来のビジョンを共有し、一人ひとりがやりがい
（ES）を感じながら会社とともに成長していく企業を目指してまいりま
す。

 また、多様な人財が、多様な働き方を選択できる環境を整備することでダ
イバーシティを推進してまいります。

 これらにより、社内コミュニケーションが活性化され、相互理解の下、全
社が一体感を持ち、お客さま本位に基づき自律的・主体的に行動する会社
を実現してまいります。
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 26ページをご覧ください。

 ここでは、「再生」と「持続的成長」の土台となる「ガバナンスの強化」
についてお示ししております。

 当社は、ガバナンスの強化を通じて、組織としての透明性・公平性を確実
に高め、さらには社員一人ひとりのリスク感度を高めることにより、健全
な事業運営を行ってまいります。
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 27ページをご覧ください。

 当社のERMおよび資本政策についてご説明いたします。

 当社は、リスク選好ステートメントの下で、ERMに基づき、事業運営に
おける健全性を確保しつつ、収益を確保し、持続的な成長や中長期的な企
業価値向上を目指してまいります。

 具体的には、保障性商品中心の商品ポートフォリオへのシフト、資産運用
の深化・高度化、事業運営の効率化の推進により、リスク対比のリターン
を向上させてまいります。

 また、中長期的に想定資本コストを上回る成長を目指すとともに、最適資
本構成の検討などにより、資本効率の向上を目指してまいります。

 加えて、財務の健全性を維持するため、新資本規制導入に向けた金利リス
クの削減などにより、ESRの中長期的な安定を目指してまいります。
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 28ページをご覧ください。

 最後に株主還元方針についてご説明いたします。

 当社は、今後の利益見通し、財務の健全性を考慮しつつ、1株当たり配当
について、新中計期間においては原則として減配は行わず、増配を目指し
てまいります。

 また、この配当方針および自己株式の取得を踏まえ、 2022年3月期の1株
当たり配当については、普通配当を1株当たり90円とする予定です。

 なお、2022年3月期の株主配当については、株主の皆さまへの利益還元の
機会を充実させることを目的として、中間配当、期末配当の年2回の剰余
金の配当を予定しております。

 最後になりますが、人生100年時代を迎えたわが国では、「少子高齢化、
健康、ESG」といった社会課題に直面しております。当社はこれらの社
会課題の解決に貢献し、持続的な企業価値の向上につなげていくことで、
株主、投資家をはじめとする様々なステークホルダーのみなさまのご期待
にお応えしてまいります。

 以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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